
改訂に向けた基本的な方向性
（１）計画タイトル

（仮称）第３期千葉県地方創生総合戦略～デジタル田園都市国家構想の実現に向けて～

（２）目指すべき理想像（千葉県の地域ビジョン）

千葉県の地域ビジョンを「千葉らしいライフスタイルの創造」とする。

（３）基本目標

【国の戦略における取組方針】

①地方に仕事をつくる

②人の流れをつくる

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる

④魅力的な地域をつくる

【戦略改定に当たっての県の基本的な考え方】

「人が働き、活躍し、育み、暮らすこと」

※上記などを踏まえ、今回の改訂における基本目標を以下の４つとした。

基本目標１：地域経済を活性化する環境づくり（働く）
基本目標２：多様な人材が活躍できる社会づくり（活躍する）
基本目標３：子育てしやすい社会づくり（育む）
基本目標４：県民が暮らしやすい地域づくり（暮らす）

資料３
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改訂に向けた基本的な方向性（イメージ図）
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地方創生におけるデジタルの活用

〇労働人口が減少する中、デジタル技術によって、地域産業の生産性の向上を図る
【働く】
・中小企業のDXの推進
・スマート農林水産業の加速化

〇デジタル技術を活用したテレワークなどの新しい働き方の普及に取り組む
【活躍する】
・テレワーク・ワーケーション等の推進

〇教育などの子どもを育む分野でも積極的に活用を図る
【育む】
・ＩＣＴを活用した教育の質の向上

〇デジタル技術を活用することで、社会基盤整備や医療等の安全性の更なる向上を図る
【暮らす】
・デジタルを活用した安全な地域づくりの推進
・医療・介護・福祉分野でのデジタル化の推進
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①未来を支える産業の振興
ア．新産業の振興 イ．本県の特徴を生かした企業誘致の推進
ウ．新たな産業用地の確保 エ．空き公共施設等を活用した企業誘致の促進
オ．実証実験の促進

②京葉臨海コンビナートの競争力強化
ア．京葉臨海コンビナートの生産性向上や事業環境の改善
イ．コンビナートを支える人材の能力向上や担い手の育成
ウ．カーボンニュートラルコンビナートの推進

③環境保全と経済成長の好循環の創出
ア．再生可能エネルギー産業等の振興
イ．再生可能エネルギー等の活用促進 ウ．省エネルギーの促進

④中小企業の活性化支援
ア．中小企業の経営基盤強化 イ．事業再構築の促進 ウ．中小企業等の人材確保
エ．事業承継の推進 オ．産業人材の育成支援 カ．中小企業のDX推進

⑤地域の創意工夫による経済活性化の取組の促進
ア．地域資源の活用、ブランド化の推進 イ．商店街の活性化支援
ウ．MICEの誘致 エ．起業・創業の促進 オ．地域人材の活用促進

⑥力強い農林水産業の確立
ア．次世代を担う人材の育成・確保 イ．農林水産業の成長力の強化
ウ．市場動向を捉えた販売力の強化 エ．地域の特色を生かした農山漁村の活性化
オ．スマート農林水産業の加速化

⑦千葉の強みを生かした観光地の整備

ア．魅力ある観光地づくり イ．観光産業の競争力強化
ウ.国内観光プロモーションの展開 エ．インバウンドの推進
オ．観光地へのアクセスを強化する道路整備の推進
カ．デジタルを活用した観光振興

⑧地域と空港の発展が好循環する地域づくり

ア．成田空港を支える人材の確保を起点とした地域づくり
イ．更なる機能強化を見据えた成田空港の利活用の促進と人とモノの流れの取り込み
ウ．交通ネットワークの強化・充実
エ．成田空港周辺地域における国際的な産業拠点の形成

基本目標１：地域経済を活性化する環境づくり（働く）
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①多様な人材が集う環境の整備
ア．移住・二地域居住の推進 イ．若者の定着支援
ウ．テレワーク・ワーケーション等の推進
エ．地域のブランド化の推進 オ．空き家の適切な維持管理・流通・活用の促進

②半島性を克服する交通ネットワークの強化
ア．高規格道路等の整備促進 イ．アクアラインの料金引き下げの継続
ウ．国道・県道のバイパス・現道拡幅等の整備推進 エ．港湾の整備・振興

③誰もが活躍できる社会の実現

ア．女性・高齢者・障害者・外国人等が活躍できる取組の推進
イ．多様な人材の就労支援
ウ．働き方改革の推進 エ．多様性を尊重する意識の醸成

④誰もが学び・学び直しができる社会の実現 ア．リカレント教育の推進 イ．生涯学習の充実

⑤様々な人材が参画できる地域コミュニティの実現

ア．若者、高齢者、地元企業等の地域活動への参加促進
イ．地域活動を支える市民活動団体等の育成
ウ．地域に関わる多様な主体による連携・協働の促進
エ．ＳＤＧｓの考え方の理解促進
オ．学校を核とした地域コミュニティの構築と子どもの学びへの支援
カ．地域社会への参加促進

基本目標２：多様な人材が活躍できる社会づくり（活躍する）

基本目標３：子育てしやすい社会づくり（育む）

①妊娠・出産・子育ての環境整備

ア．結婚や出産の希望をかなえるための支援
イ．子育てに要する経済的負担の軽減
ウ．若者の経済的自立と就労支援 エ．働きながら子育てしやすい環境づくり
オ．妊娠に関する支援

②子育て支援の充実

ア．保育等の子育て支援体制の整備 イ．保育人材等の確保と資質の向上
ウ．子どもの保健対策に関する支援 エ．児童虐待防止対策の充実
オ．企業・地域による支援体制及び協働体制の構築 カ．幼児教育の推進
キ．家庭教育への支援 ク．子どもや家庭に対する相談支援体制の充実

③未来を担う子どもの育成

ア．すべての子どもたちが質の高い教育を受けられる環境づくり
イ．キャリア教育の推進 ウ．学校の魅力の向上と改革の更なる推進
エ．学校における多様な教育活動を支援する体制づくり オ．ICTを活用した教育の質の向上
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①安全に暮らせる環境の整備
ア．自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上
イ．災害に強い地域づくりの推進
ウ．地域防犯力の向上 エ．デジタルを活用した安全な地域づくりの推進

②健康で安心して暮らせる社会の構築

ア.地域医療・介護・福祉サービスの確保 イ．健康寿命の延伸
ウ．医療・福祉・介護人材の確保と資質の向上
エ．医療・介護・福祉分野でのデジタル化の推進 オ．生涯スポーツの推進

③快適で暮らしやすいまちづくり

ア．公共施設等の適正な維持管理 イ．インフラＤＸ
ウ．コンパクトなまちづくり
エ．まちづくり分野でのＤＸの活用
オ．公共交通ネットワークの充実・維持・確保
カ．国定公園・県立自然公園等の整備・保全 キ．バリアフリー化の推進

④文化芸術・スポーツを生かした千葉らしい地域づくり ア．文化芸術の振興 イ．スポーツを生かした地域づくり

⑤スマート自治体の実現 ア．県行政DXの加速化 イ．市町村DXの推進に向けた連携・支援

⑥地域連携の強化 ア．県と市町村及び市町村間の連携強化 イ．隣接都県との連携強化

基本目標４：県民が暮らしやすい地域づくり（暮らす）
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改訂スケジュール（予定）

時期 策定手続 内容

令和５年 ７月 第１回策定懇談会 基本方針について

８月

９月

１０月 第２回策定懇談会 骨子案について

１１月

１２月

令和６年 １月 第３回策定懇談会 原案（文章案）について

２月 パブリックコメント

３月 地方創生プロジェクトチーム
戦略の改訂
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